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聖籠町介護保険法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年７月３１日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第２３号 

聖籠町介護保険法施行細則の一部を改正する規則 

聖籠町介護保険法施行細則（平成１７年聖籠町規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

別記様式第２号を次のように改める。 
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 別記様式第２号の２を次のように改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付されている介護保険被保険者証は、この規則

による改正後の聖籠町介護保険法施行細則により交付された介護保険被保険

者証とみなす。 


